
証券コード 6815
平成29年６月13日

株 主 各 位
東京都中央区八丁堀二丁目12番７号

ユニデンホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 石井 邦尚

　
第52回定時株主総会招集ご通知

　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第52回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください
ますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月28日（水曜日）午後５時30分
までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具
記
　

１. 日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時
２. 場 所 東京都中央区八丁堀二丁目12番７号

当社本社ビル ９階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第52期（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）事業報告

の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第52期（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.uniden.co.jp）に掲載させていただきます。
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(提供書面)

事 業 報 告

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

１．企業集団の現況
　(1) 当連結会計年度の事業の状況

　 ① 事業の経過および成果

　当社グループは、採算性を重視する経営方針のもと、エレクトロニクス事業

において、生産コストおよび販管費の見直しを継続的に行いました。また、不

動産事業も安定した収益を確保しており、当社グループ全体では、前年同期と

比較して大幅な増益となっております。

　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高13,091百万円(前年

同期比0.8％増)、営業利益1,241百万円(前年同期は1,389百万円の損失)、経常

利益1,432百万円(前年同期は1,426百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期

純利益1,478百万円(前年同期は4,697百万円の損失)となりました。

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
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　 【エレクトロニクス事業】

当事業では、主に、無線通信・応用機器、デジタル家電機器、電話関連機器

の製造販売を行ってまいりました。当事業の売上高は12,005百万円(前年同期比

1.6％減)となりました。製品区分別の内訳は主に次のとおりであります。

[無線通信・応用機器]

当区分では、欧州市場におけるCB無線機器の販売数量が好調に推移しました。

また、北米市場ではスキャナーラジオ、オセアニア市場ではドライブレコーダ

ーの販売台数が上昇し、UCB無線機器においては新規モデルを投入したことによ

り、販売数量が大幅に増加しました。しかし、米ドル及び豪ドル安の影響を受

けたことにより、当区分全体では売上台数106万台（前年同期比3.0％増）、売上

高7,525百万円(同4.8％減)となりました。

[デジタル家電機器]

当区分では、国内において、車載用モニターの新規モデルが好評だったこと

により、大幅な増収となりました。また、車載用チューナー及び、海外向けＥ

ＴＣの販売状況が安定して推移しております。この結果、当区分全体では売上

台数6.9万台（前年同期比20.3％増）、売上高1,242百万円（同37.2％増）となり

ました。

[電話関連機器]

当区分では、北米市場において、ビジネスフォンの販売数量は好調に推移し

ました。オセアニア市場においては、主力製品であるコードレス電話は高い市

場シェアを維持しているものの、市場規模の緩やかな縮小により販売数量が減

少しました。当区分全体では売上台数64万台(前年同期比14.0％減)、売上高は

2,619百万円(同10.1％減)となりました。

　 【不動産事業】

　当事業では、所有不動産の増加に伴い賃貸収入が大幅に増加し、賃貸による

売上は671百万円（前年同期比164.2％増）となりました。また、販売も好調に

推移したことにより、当事業全体では売上高1,122百万円（前年同期比48.7％

増）となりました。
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　 ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は、580百万円であり、主なものは賃貸用

　駐車場への投資であります。

　 ③ 資金調達の状況

　 特記すべき資金調達はございません。

　 ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　 該当事項はありません。

　 ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　 該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　 該当事項はありません。

　 ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

　(2) 財産及び損益の状況

区 分
第 49 期

(平成26年３月期)
第 50 期

(平成27年３月期)
第 51 期

(平成28年３月期)
第 52 期

(平成29年３月期)

売 上 高(百万円) 20,975 16,575 12,985 13,091

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 980 516 △1,426 1,432

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 593 403 △4,697 1,478

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

10円06銭 6円86銭 △79円83銭 25円12銭

総 資 産(百万円) 36,130 36,962 33,211 35,543

純 資 産(百万円) 31,129 31,514 26,410 27,648

１株当たり純資産額 528円78銭 535円47銭 448円85銭 466円40銭

(注) 第52期（当連結会計年度）の状況は、「(1) 当連結会計年度の事業の状況①事業の経過および
成果」に記載のとおりであります。
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　(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　 該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

％

UNIDEN HOLDING, INC.
US$

156,500,000.00
100.0 北米地域の持株会社

UNIDEN AMERICA CORPORATION
US$

16,895,428.53
(100.0)

無線通信・応用機器及び電話関連機
器の販売

UNIDEN FINANCIAL, INC.
US$

196,590,339.55
(100.0) 北米地域の資産運用管理

UNIDEN SERVICE, INC.
US$

764,875.35
(100.0) 当社取扱製品のアフターサービス

UNIDEN AUSTRALIA PTY.LTD.
A$

8.00
100.0

無線通信・応用機器及び電話関連機
器の販売

香 港 友 利 電 有 限 公 司
HK$
1,155,014,000.00

100.0 原材料の購買

UNIDEN VIETNAM LTD.
US$

81,000,000.00
100.0

無線通信・応用機器及び電話関連機
器の販売

ユニデン不動産株式会社
円

200,000,000
33.3 不動産事業

ユニデンジャパン株式会社
円

100,000,000
100.0 欧州向け及び国内向け販売事業

(注) 議決権比率のカッコ書きは間接所有持分です。

　 ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

名称 住所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

UNIDEN HOLDING, INC. アメリカ合衆国デラウエア州 10,648百万円 38,272百万円
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　(4) 対処すべき課題

　世界経済は、米国の経済政策や英国のEU離脱、中国をはじめとするアジア新興

国経済動向など、リスク要因はありますが、全体としては緩やかな回復基調が続

くとみられます。

　当社グループは、このような経済環境のもと、エレクトロニクス事業について

は、既存の主力製品の市場規模の拡大が見込めないなか、継続的な新製品の開

発・投入によるマーケットシェアの拡大を図り、不動産事業に関しては新規物件

の開拓を継続していきます。一方で、購買・販売・管理の各局面における資本・

人財の集中投下により、一層の効率化を図り収益構造改善を実行してまいりま

す。

＜次期施策＞

① 製品競争力の強化：

採算性重視施策の継続的な運用、市場での各カテゴリーにおけるシェアの拡大

エレクトロニクス事業における新規カテゴリーの開発と展開

② 不動産事業の更なる収益化：

購入および販売取扱件数の充実並びに、賃貸収益の安定化

③ 人財活用の徹底：

人事・組織の継続的見直しによる業務遂行体制の強化

④ 経営管理部門の強化：

各子会社に対する速やかな意思決定を本社指導で行うための体制の確立

― 6 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月31日 14時12分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



　(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

　当社グループは、エレクトロニクス事業、不動産事業を主要な事業としており、

その中核であるエレクトロニクス事業における主な製品は次のとおりです。

無線通信・応用機器 ：スキャナー、CBトランシーバー、UHFCBトランシーバ

ー、GMRSトランシーバー、海上用無線通信機器、ビデ

オサーベイランス、IPカメラ、ドライブレコーダー

電話関連機器 ：DECT規格デジタルコードレス電話機、IP電話機

デジタル家電機器 :車載用モニター、車載用チューナー

　なお、取扱製品は海外子会社で生産又は中国の完成品供給サプライヤーから調

達し、国内および海外（北米、オセアニア、欧州等）の得意先に販売しておりま

す。

　

　(6) 主要な事業所及び工場（平成29年３月31日現在）

　 ① 当社

名 称 所 在 地

ユニデンホールディングス株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目12番７号

　

　 ② 子会社等

名 称 所 在 地

UNIDEN AMERICA CORPORATION アメリカ合衆国デラウエア州 (注)

UNIDEN SERVICE, INC. アメリカ合衆国デラウエア州 (注)

UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD. オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州

ユニデンジャパン株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目12番７号

UNIDEN VIETNAM LTD. ベトナム社会主義共和国ハイズン省

ユニデン不動産株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目12番７号

　(注) 所在地は上記のとおりでありますが、実際の業務はアメリカ合衆国テキサス州で行っており
ます。
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　(7) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

768名 29名減

(注) 使用人数は就業員数であり、役員及びパートは含んでおりません。

　

　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

37名 1名増 46.5歳 10.0年

(注) 使用人数は就業員数であり、役員及びパートは含んでおりません。

　(8) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

　 該当事項はありません。

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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２．会社の現況
　(1) 株式の状況（平成29年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 169,000,000株

② 発行済株式の総数 63,139,649株

③ 株主数 8,899名

　 ④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

フ ジ フ ァ ン ド 株 式 会 社 5,080千株 8.64％

日本マスタートラスト信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 1,825千株 3.10％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,502千株 2.55％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,092千株 1.86％

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 1,000千株 1.70％

小 淵 智 徳 980千株 1.67％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 869千株 1.48％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２） 843千株 1.43％

Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＬＣ－ＣＬＥＡＲＩＮＧ 596千株 1.01％

竹 内 三 代 子 500千株 0.85％

(注) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（4,309千株)を除いて計算しております。

　

　(2) 新株予約権等の状況

　 該当事項はありません。
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　(3) 会社役員の状況

　 ① 取締役及び監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 藤 本 秀 朗 ユニデン不動産株式会社 代表取締役社長

代表取締役社長 CEO 石 井 邦 尚 UNIDEN AUSTRARIA PTY.LTD. CEO

代表取締役専務 CSO 早 嵜 英 二 UNIDEN AMERICA CORPORATION President&CEO

取 締 役 内 藤 英 夫 購買本部 本部長

常 勤 監 査 役 佐 藤 宗 生

監 査 役 黒 田 克 司 株式会社東京証券取引所 社外監査役

監 査 役 藤 本 節 雄 株式会社フジ 代表取締役

(注) １.監査役佐藤宗生氏、黒田克司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２.当社は、監査役佐藤宗生氏、黒田克司氏について、東京証券取引所の定めに基づき、独立役

員として指定し、同取引所に届出ております。
３.監査役黒田克司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。
４.社外取締役を置くことが相当でない理由

　会社法改正並びに東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を置くことが推奨され
ておりますが、当社といたしましても、全く異論なく、その必要性は十分認容致しておりま
す。当社は、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精
通した取締役を構成しております。当社においても、近時のコーポレートガバナンス体制の
充実に向けて、社外取締役候補者を探しております。しかし、社外取締役が経営判断に参加
しつつ、経営に対する実効的な監督を行うためには、当社の事業領域に関する知見を有し、
かつ経営陣からの独立性を有していることが必要であると考えておりますが、社外取締役へ
の就任をご承諾いただける適任者を見つけることができませんでした。今後とも、適任者の
選定に向けた取り組みを進めてまいりますが、適任者を見つけることができない現状で社外
取締役を選任したとしても、迅速かつ柔軟な経営判断に支障を生じ、効率的な会社運営を阻
害するおそれがある一方、経営に対する実効的な監督を期待することも難しいため、相当で
はないと考えております。
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　 ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役
　 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

氏 名 退 任 日 退任事由
退任時の地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

大 澤 徹 貴 平成28年10月11日 辞任 代表取締役専務COO

西 川 健 之 平成28年６月29日 任期満了 取締役

星久木 淳 平成28年６月29日 任期満了 取締役

金 城 一 樹 平成28年６月29日 任期満了 取締役

金 子 洋 史 平成28年６月29日 任期満了 取締役

　 ③ 事業年度中に異動した取締役及び監査役
　 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

氏 名 新 旧 異 動 日

藤 本 秀 朗 代表取締役会長 代表取締役会長兼社長 平成28年６月29日

石 井 邦 尚 代表取締役社長 CEO 常務取締役 平成28年６月29日

早 嵜 英 二 代表取締役専務 CSO 常務取締役 平成28年６月29日

大 澤 徹 貴 取締役 平成28年６月29日

　

　 ④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ９名 210百万円

監 査 役
(う ち 社 外 監 査 役) (

３
２
名
名) (

16
13
百万円
百万円)

合 計 12名 226百万円

(注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．平成７年２月17日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等限度額は年額800百万円以

内、監査役の報酬等限度額は年額40百万円以内と決議いただいております。
３．当該事業年度末現在の取締役は４名であります。上記取締役の人数には、期中に退任した

５名が含まれております。
４．当該事業年度末現在の監査役は３名であります。
５．当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりません

が、基本報酬については会社への貢献度や在籍年数等を総合的に勘案し、決定しておりま
す。
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　 ⑤ 社外役員に関する事項

１）他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法

人等との関係

監査役黒田克司氏は、株式会社東京証券取引所の社外監査役であります。

当社は、株式会社東京証券取引所との間には特別の関係はありません。

　 ２）当事業年度における主な活動状況

氏名 地位 主な活動状況

佐藤 宗生 社外監査役

当事業年度に開催された取締役会には、7回中7回、また、監
査役会には5回中5回に出席し、主に出身分野である金融機関
を通じて培った知識・見地から、適宜発言を行っております。

黒田 克司 社外監査役
当事業年度に開催された取締役会には、7回中7回、また、監
査役会には5回中5回に出席し、主に公認会計士として培った
豊富な経験・見地から、適宜発言を行っております。

　 ３）責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当社の社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条

第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としており

ます。

　 ４）社外役員の独立性判断基準

当社には、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はな

いものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考

にしており、原則として候補者とする際に当該社外監査役が属する法人等及

び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる

恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。このため、

社外監査役による客観的な立場からの取締役に対する業務執行監査は、十分

に機能していると判断しております。
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　(4) 会計監査人の状況

　 ① 名称 三優監査法人

　 ② 報酬等の額

支 払 額

当社が支払うべき会計監査人としての報酬総額 34百万円

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

76百万円

(注) １．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は当社を継続的に監査しており、監
査品質、監査効率において満足できる成果をあげていることによるものです。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
社が支払うべき会計監査人としての報酬総額にはこれらの合計額を記載しております。

　 ③ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　 ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ

れる株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

　 ⑤ 責任限定契約の内容の概要

　 該当事項はありません。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制

　当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制、その他会社の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概

要は以下のとおりであります。

1． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

① 当社は、コーポレートガバナンスを一つの経営方針としてとらえ、「株主資

本、顧客資本、人財資本を大切にする」という考えのもと、全てのステーク

ホルダーにとっての企業価値の向上を重視した経営を推進します。また、

【Compliance, Transparency, Modesty】の理念に基づき、当社の役員、従業

員が、法令遵守は当然のこととして、社会人としての倫理観、価値観に基づ

き職務を執行することとしております。

② 当社の取締役は、ユニデン標語であるCTM（Compliance･Transparency･

Modesty）の企業理念に基づき、法令を遵守し、会社の透明性を上げ、様々な

意見を謙虚に受け止める職務の執行姿勢を率先垂範して行うこととしており

ます。

③ 当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

め、コンプライアンスに係る体制を定めております。

④ 取締役会は、取締役が法令、定款及び当社の企業理念を遵守した行動をと

るための行動規範である「コンプライアンス行動基準」を定めました。また、

その徹底を図るため、代表取締役は、繰り返しその精神を各取締役に伝える

ことにより、法令遵守を全ての企業活動の前提とすることを徹底しておりま

す。

　 ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 管理本部管掌取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に

つき、統括責任者となっております。

② 管理本部管掌取締役は、「文書管理規程」に基づき、取締役の職務の執行に

係る情報を文書または電磁媒体に記録し保存しております。その文書等につ

いては、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
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　 ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 企業価値向上、持続的発展を脅かす経営上の危機に対処すべく、管理本部

管掌取締役が危機管理を担当いたします。

② 危機管理担当である管理本部管掌取締役は、「危機管理規程」に基づき、グ

ループ全体の横断的なリスクマネージメント体制の整備、問題点の把握、危

機発生時の対応を行うこととしております。

③ 「危機管理規程」において、経営上の危機について、カテゴリー毎に責任部

署を定め、危機管理担当取締役がその統括責任者となることとしております。

　 ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は、取締役会において、代表取締役その他業務執行を担当する取締役

の職務分掌を規定する「職務分掌規程」を制定しており、当該規程に基づく

職務権限および意思決定ルールによる、適正かつ効率的な職務の執行が行わ

れる体制をとっております。

② 定時取締役会に加え、取締役全員が出席する幹部会を必要に応じ開催し、

適宜迅速に重要な決定事項を行っております。また、選任された執行役員及

び各部門長が取締役会が決定した重要事項や決定に基づく業務執行を効率的

に行うための職務を分担しております。

５．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

① 当社は、使用人が法令、定款及び当社の企業理念を遵守した行動をとるた

めの行動規範「コンプライアンス行動基準」を定めております。

② 当社の代表取締役及びグループ各社の社長は、グループ各社の業務の適正

を確保する内部統制の確立と運用に関し、権限と責任を有しております。

③ 監査役が、監査役自らまたは監査役会を通じて、グループの連結経営に対

応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査

人との緊密な連携体制を構築しております。
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

　 監査役を補助する組織を管理本部とし、必要に応じ管理本部内の適任者が、

監査役の指揮命令の下、監査役の職務遂行の補助的業務を行うこととしてお

ります。

　 ７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 前号の補助者の任命・解任・業績評価・人事異動については、監査役会の

意見を尊重するものとしております。

② 監査役の指揮命令の下、その職務遂行の補助的業務を行う従業員は、その

業務の遂行中は取締役等の指揮命令を受けないものとしております。

８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告

に関する体制

① 代表取締役その他業務執行を担当する取締役は、取締役会等において、随

時その担当する業務の執行状況を監査役に対して報告することとしておりま

す。

② 取締役及び従業員は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または、監

査役が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応

することとしております。
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　 ９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役会は、代表取締役その他業務執行を担当する取締役および会計監査

人との連携を密接にするため、意見交換を適宜行い、監査が実効的に行われ

る体制をとっております。

② 取締役は、監査役の適切な職務執行のため、監査役と子会社の取締役・監

査役との情報交換が適切に行われるよう協力することとしております。

③ 弁護士、公認会計士その他の外部専門家より監査業務に関する助言を受け

ることができる体制となっております。

　(6)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　① コンプライアンス体制

「コンプライアンス行動基準」を設け、当社グループの役員および従業員に

対して行動の指針及び基準を遵守するべく周知徹底しております。ケースス

タディを中心に、役員及び全従業員を対象に年に一度の研修を実施しており

ます。

　② 取締役の業務執行

取締役の業務執行については、定時取締役会の開催に加え、全取締役が出席

して必要に応じ開催される幹部会を通じ、経営に関する重要な事項の決定や

業務執行の状況の確認をしております。また、執行役員を選任しており決定

された重要事項に基づく業務を実行の上、幹部会等において報告しておりま

す。

　③ 監査役監査体制

監査役による監査体制については、監査役会で決定した監査実施の方針、年

間計画に基づき業務執行に関する監査を実施しております。また、取締役、

会計監査人、内部監査室との意見交換を積極的に実施し、監査役監査の実効

性の確保に努めてまいりました。

　④ 内部監査体制

内部監査室により、年間監査計画に基づき、内部統制監査を中心に実施され

ております。当社グループ各社について実施されており、監査結果について

は監査役や取締役に報告されております。

(注) 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 17,956 流 動 負 債 4,094

現 金 及 び 預 金 7,524 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,085

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,091 短 期 借 入 金 551

商 品 及 び 製 品 1,265 1年内返済予定の長期借入金 155

販 売 用 不 動 産 4,446 未 払 費 用 1,055

仕 掛 品 214 未 払 法 人 税 等 560

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 816 賞 与 引 当 金 97

繰 延 税 金 資 産 60 役 員 賞 与 引 当 金 13

そ の 他 564 製 品 保 証 引 当 金 31

貸 倒 引 当 金 △26 そ の 他 544

固 定 資 産 17,587 固 定 負 債 3,799

有 形 固 定 資 産 15,970 長 期 借 入 金 3,382

建 物 及 び 構 築 物 2,401 そ の 他 417

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 145 負 債 合 計 7,894

工 具、 器 具 及 び 備 品 286 (純 資 産 の 部)

土 地 13,059 株 主 資 本 38,104

建 設 仮 勘 定 78 資 本 金 18,000

無 形 固 定 資 産 244 資 本 剰 余 金 29,145

投 資 そ の 他 の 資 産 1,372 利 益 剰 余 金 △1,709

投 資 有 価 証 券 692 自 己 株 式 △7,331

そ の 他 803 その他の包括利益累計額 △10,666

貸 倒 引 当 金 △123 為 替 換 算 調 整 勘 定 △10,666

非 支 配 株 主 持 分 210

純 資 産 合 計 27,648

資 産 合 計 35,543 負 債 ・ 純 資 産 合 計 35,543
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連 結 損 益 計 算 書

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 13,091

売 上 原 価 8,226

売 上 総 利 益 4,864

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,623

営 業 利 益 1,241

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6

受 取 配 当 金 1

為 替 差 益 173

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 42

作 業 く ず 売 却 益 1

そ の 他 19 244

営 業 外 費 用

支 払 利 息 18

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 20

寄 付 金 2

そ の 他 11 53

経 常 利 益 1,432

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 20

和 解 に よ る 債 務 免 除 益 29 50

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 7 7

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,476

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 163

法 人 税 等 調 整 額 △125

過 年 度 法 人 税 等 戻 入 額 △45 △7

当 期 純 利 益 1,483

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,478
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連結株主資本等変動計算書

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成28年４月１日期首残高 18,000 29,217 △3,187 △7,330 36,699

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

　 　 1,478 　 1,478

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △1 △1

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

　 △71 　 　 △71

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

　 　 　 　 －

連結会計年度中の変動額合計 － △71 1,478 △1 1,405

平成29年３月31日期末残高 18,000 29,145 △1,709 △7,331 38,104

　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分

純資産合計為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累計額合計

平成28年４月１日期首残高 △10,289 △10,289 － 26,410

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

　 － － 1,478

自 己 株 式 の 取 得 　 － － △1

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動

　 － － △71

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△377 △377 210 △166

連結会計年度中の変動額合計 △377 △377 210 1,238

平成29年３月31日期末残高 △10,666 △10,666 210 27,648
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等）

１．連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

　 連結子会社の数 18社

　 主要な連結子会社の名称

　 ユニデンジャパン株式会社、UNIDEN AMERICA CORPORATION、UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.、

　 UNIDEN VIETNAM LTD. 、ユニデン不動産株式会社

　(2) 非連結子会社の名称等

　 非連結子会社の名称 UJ REALTY INC.

　 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社１社（UJ REALTY INC.）は総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性はありません。
　
２．持分法の適用に関する事項

　 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

　 持分法を適用した非連結子会社の数 １社

主要な会社等の名称 UJ REALTY INC.
　
３．会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

時価のないもの ………移動平均法による原価法

　 ② デリバティブ取引

　 時価法

　 ③ たな卸資産

商品及び製品 ………主として移動平均法による低価法

販売用不動産 ………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

仕掛品 ………総平均法による低価法

原材料及び貯蔵品 ………主として総平均法による低価法
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　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法、ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を

除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用

しております。また、在外連結子会社は定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

　 建物及び構築物 ５～50年

　 機械装置及び運搬具 ２～17年

　 工具、器具及び備品 ２～15年

　 ② 無形固定資産

　定額法を採用しております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における

見込み利用可能期間（５～10年）に基づく定額法によっております。

　

　(3) 重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合

う額を計上しております。

　 ③ 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う

額を計上しております。

　 ④ 製品保証引当金

　販売済製品の保証期間中における無償補修のために、過去の補修実績率等により計算した当連

結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

　

　(4) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 ① 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めております。
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　 ② 重要なヘッジ会計の方法

　 該当事項はありません。

　 ③ 消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方

法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当連結会計年度

に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法

から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

（追加情報）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月

28日）を当連結会計年度より適用しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保資産

　担保に供している資産

販売用不動産 4,284 百万円

建物及び構築物 775 百万円

土地 8,003 百万円

計 13,062 百万円

　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 155 百万円

長期借入金 3,382 百万円

計 3,537 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,341 百万円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 63,139,649 株

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度
期末株式数(株)

普通株式 4,299,350 10,572 － 4,309,922

　(注) 自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

３.配当に関する事項

　 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 資本剰余金 294 5.0 平成29年３月31日平成29年６月30日

　

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

　(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。デリバティブは、為

替変動リスクに備えるため、外貨建ての資産および通常の外貨営業取引により発生する債権債務に

対して為替予約を使用しており、投機的な取引は行っておりません。

　(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに

関しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、財務状況の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　営業債務の流動性リスクに関しては、月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理して

おります。

　デリバティブ取引の信用リスクを軽減するために、信用度の高い国内の銀行と取引を行っており

ます。また、為替相場の変動リスクを軽減するために、デリバティブ取引規程に従い為替予約を実

需の範囲で行うこととしております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ

ん（(注２）参照）。

　 （単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 7,524 7,524 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,091 3,091 －

資産計 10,616 10,616 －

(3) 支払手形及び買掛金 1,085 1,085 －

(4) 短期借入金 551 551 －

(5) 未払費用 1,055 1,055 －

(6) 未払法人税等 560 560 －

(7) 長期借入金
　 （１年内返済予定のものを含む）

3,537 3,528 △9

負債計 6,790 6,781 △9

デリバティブ取引(*1) △5 △5 －

(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

います。
　

　(3) 支払手形及び買掛金、(4) 短期借入金、(5)未払費用並びに (6) 未払法人税等

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

ます。

　(7) 長期借入金

この時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。
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　デリバティブ取引

　 ① ヘッジ会計が適用されていないもの (単位：百万円)

区分 種類 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益

市場取引以外
の取引

為替予約取引
　買建
　 米ドル

356 － △5 △5

合 計 356 － △5 △5

　(注) 時価の算定方法

　 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

　 ② ヘッジ会計が適用されているもの：該当するものはありません。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

子会社及び関連会社株式 626

非上場株式 65

合計 692
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（賃貸等不動産に関する注記）

　当社グループでは、賃貸用のオフィスビル及び駐車場を有しております。当連結会計年度における当

該賃貸等不動産に関する賃貸損益は213百万円の利益を計上しております。また、賃貸等不動産として

使用される部分を含む不動産に関する賃貸損益は81百万円の利益を計上しております。

　また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の、連結貸借対照表計上

額、期中増減額及び時価は、以下のとおりであります。

　 (単位：百万円)

賃貸等不動産

連結貸借対照表計上額

期首残高 5,562

期中増減額 246

期末残高 5,808

期末時価 7,085

賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産

連結貸借対照表計上額

期首残高 7,876

期中増減額 25

期末残高 7,902

期末時価 4,060

(注１) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額

であります。

(注２) 期中増減額のうち、当連結会計年度の主な増加は、賃貸用の駐車場の取得

（256 百万円）であります。

　(注３）期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士が鑑定評価した金額を基にしております。ただ

し、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映して

いると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調

整した金額によっております。

　(注４) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、事業の運営及び経営管理として、当

社及び一部の子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸損益は、計上されてお

りません。なお、当該不動産の貸出部分に係る費用（減価償却費、租税公課等）については、

賃貸損益に含まれております。
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（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 466円40銭

２．１株当たり当期純利益 25円12銭

　(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項 目 金 額

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,478

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,478

　普通株式の期中平均株式数(千株) 58,836

　

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

（その他の注記）

　連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に記載の金額は、百

万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 6,475 流 動 負 債 8,271

現 金 及 び 預 金 6,308 買 掛 金 206

売 掛 金 6 短 期 借 入 金 7,761

前 払 費 用 7 未 払 金 141

未 収 入 金 65 未 払 費 用 80

繰 延 税 金 資 産 40 未 払 法 人 税 等 2

そ の 他 46 預 り 金 38

賞 与 引 当 金 25

役 員 賞 与 引 当 金 10

そ の 他 4

固 定 資 産 31,796 固 定 負 債 3,264

有 形 固 定 資 産 13,894 関係会社支援損失引当金 2,955

建 物 1,603 預 り 敷 金 及 び 保 証 金 302

構 築 物 22 そ の 他 6

機 械 及 び 装 置 5

車 両 及 び 運 搬 具 11

工 具、 器 具 及 び 備 品 28 負 債 合 計 11,536

土 地 12,180 (純 資 産 の 部)

建 設 仮 勘 定 41 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

資本金及び資本準備金減少差益

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

26,735

18,000

29,201

103

29,098

29,098

△13,134

29

△13,163

△13,163

△7,331

無 形 固 定 資 産 209

ソ フ ト ウ ェ ア 196

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 10

そ の 他 2

投 資 そ の 他 の 資 産 17,692

投 資 有 価 証 券 65

関 係 会 社 株 式 15,084

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 3,153

長 期 前 払 費 用 0

繰 延 税 金 資 産 168

そ の 他 318

貸 倒 引 当 金 △1,099

純 資 産 合 計 26,735

資 産 合 計 38,272 負 債 ・ 純 資 産 合 計 38,272
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損 益 計 算 書

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 7,237

売 上 原 価 5,408

売 上 総 利 益 1,828

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,210

営 業 利 益 617

営 業 外 収 益

受 取 利 息 189

受 取 配 当 金 21

受 取 賃 貸 料 0

為 替 差 益 146

関 係 会 社 支 援 損 失 引 当 金 戻 入 額 68

そ の 他 3 429

営 業 外 費 用

支 払 利 息 113

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 25

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 292

寄 付 金 2

そ の 他 6 441

経 常 利 益 606

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0 0

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 6

子 会 社 株 式 評 価 損 3,728 3,735

税 引 前 当 期 純 損 失 3,128

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3

法 人 税 等 調 整 額 △159

過 年 度 法 人 税 等 戻 入 額 △45 △201

当 期 純 損 失 2,927
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株主資本等変動計算書

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計資本金及び

資本準備金
減 少 差 益

繰越利益
剰 余 金

平成28年４月１日期首残高 18,000 103 29,098 29,201 29 △10,235 △10,206

当事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 　 　 　 　 　 △2,927 △2,927

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　

当事業年度中の変動額合計 － － － － － △2,927 △2,927

平成29年３月31日期末残高 18,000 103 29,098 29,201 29 △13,163 △13,134

　
　

株 主 資 本
純資産合計

自己株式
株主資本
合 計

平成28年４月１日期首残高 △7,330 29,664 29,664

当事業年度中の変動額

当 期 純 損 失 　 △2,927 △2,927

自己株式の取得 △1 △1 △1

当事業年度中の変動額合計 △1 △2,929 △2,929

平成29年３月31日期末残高 △7,331 26,735 26,735

― 31 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月31日 14時12分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 子会社株式及び関連会社株式………移動平均法に基づく原価法

　 その他有価証券

　 時価のないもの………移動平均法に基づく原価法

　(2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　 デリバティブ取引………時価法

２．固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　定率法、ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。

　 建物 ５～50年

　 工具、器具及び備品 ２～15年

　(2) 無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込

み利用可能期間（５～10年）に基づく定額法によっております。

３．引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を

計上しております。

　(3) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計

上しております。
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　(4) 関係会社支援損失引当金

　関係会社の支援に伴う損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負

担見込額を計上しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　(1) ヘッジ会計の方法

　 該当事項はありません。

　(2) 消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度より適用し、平成28年4

月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更し

ております。

　この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であり

ます。

（追加情報）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月

28日）を当事業年度より適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

１．担保資産

　担保に供している資産

建物 770百万円

構築物 4百万円

土地 7,127百万円

計 7,902百万円

　 なお、担保付債務はありません。
　
２．有形固定資産の減価償却累計額 4,322百万円
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３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 38百万円

短期金銭債務 8,008百万円
　

（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

売上高 6,872百万円

仕入高 5,278百万円

販売費及び一般管理費 116百万円

　 営業取引以外の取引による取引高

営業外収益 208百万円

営業外費用 113百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

　 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 4,309,922株

　

― 34 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月31日 14時12分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



（税効果会計に関する注記）

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　 繰延税金資産

関係会社株式評価損 11,636百万円

繰越欠損金 2,436百万円

減損損失 1,180百万円

関係会社貸付金貸倒引当金繰入額 302百万円

貸倒引当金繰入額 407百万円

関係会社支援損失引当金 904百万円

関係会社出資金評価損 181百万円

投資有価証券評価損 44百万円

未払費用 24百万円

減価償却超過額 35百万円

その他 40百万円

繰延税金資産小計 17,195百万円

評価性引当額 △16,984百万円

繰延税金資産合計 210百万円

繰延税金負債

未収還付事業税 △1百万円

繰延税金資産の純額 209百万円

（関連当事者との取引に関する注記）

１．親会社及び法人主要株主等

　 該当事項はありません。
　
２．役員及び個人主要株主等

種類
会社等の名称

又は氏名

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有(被

所有)割合

関係内容
取引

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有する会社

フジファンド

株式会社
資産管理会社

被所有

直接 8.6%
1名 -

子 会 社 株

式の譲渡

(注1)

133 - -
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　 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．株式の譲渡価格につきましては、独立した第三者機関に依頼した評価結果を勘案して決定
しております。

３．子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
主 要 な
事業内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引内容
取引金額
(百万円)

科目
期末
残高

( 百 万 円 )
役員の
兼任等

事業上
の関係

子 会 社
ユニデンジャ
パン株式会社

電話関連機器
及 び 無 線 通
信・応用機器
の販売

直接所有
100％

2名
当社主要
販売先

商品の販売
(注)1

1,865 - -

子 会 社
UNIDEN
AMERICA
CORPORATION

電話関連機器
及 び 無 線 通
信・応用機器
の販売

間接所有
100％

1名
当社主要
販売先

商品の販売
(注)1

2,491 売 掛 金 6

- - 短期借入金 7,035

利息の支払 108 - -

子 会 社
UNIDEN
AUSTRALIA
PTY.LTD.

電話関連機器
及 び 無 線 通
信・応用機器
の販売

直接所有
100％

1名
当社主要
販売先

商品の販売
(注)1

2,441 - -

子 会 社
香港友利
電 有 限 公 司

原材料の購買
直接所有
100％

1名 貸付先

　 - 　- 関係会社長期貸付金 486

利息の受取 48 未 収 収 益 16

増資の引受 2,058 　- 　-

子 会 社
UNIDEN
VIETNAM LTD.

電 話 関 連 機
器、 無 線 通
信・応用機器
の製造

直接所有
100％

―
当社商品
仕入先

商品の仕入
(注)1

5,278 買 掛 金 206

利息の受取 123 - -

子 会 社
ユニデン不動
産株式会社

不動産事業
直接所有
33.3％

2名

貸付先

不動産の
運営

資金の貸付 1,140 関係会社長期貸付金 1,670

資金の返済 280 - -

有 償 減 資 800 - -

利息の受取 12 未 収 収 益 11

子 会 社
株式会社e-
Dragon
Power

ゲーム機器、
ソフトウエア
の企画、開発
製造、販売

直接所有
100％

― 貸付先

- -
関係会社長期貸付金
(注)4

675

利息の受取 3 未 収 収 益 5

子 会 社
( 非 連 結 )

UJ
REALTY
INC.

不動産の賃貸
直接所有
40.0％

― 借入先

- - 短期借入金 551

利息の支払 4 未 払 費 用 4
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　 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．当該会社との販売価格及び仕入価格は市場価格等を勘案して決定しております。
２．香港友利電有限公司の増資の引受2,058百万円は、同社に対する貸付金を現物出資（デッ

ト・エクイティ・スワップ）したものです。
３．上記取引には、消費税等は含まれておりません。
４．上記関係会社への貸付金に対し、合計675百万円の貸倒引当金を計上しております。
５．資金の借入及び貸付にかかる利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しており

ます。なお、担保の受入れ及び差入れは行っておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 454円46銭

１株当たり当期純損失 49円76銭

（重要な後発事象に関する注記）

　 該当事項はありません。

（その他の注記）

　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載の金額は、百万円未満を切

り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年５月23日

ユニデンホールディングス株式会社
　取 締 役 会 御中

三優監査法人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 　杉 田 純㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 　岩 田 亘 人㊞

業務執行社員 公認会計士 　原 田 知 幸㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ユニデンホールディングス株式会社の平成

28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ

スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、ユニデンホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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計算書類に係る会計報告

独立監査人の監査報告書
平成29年５月23日

ユニデンホールディングス株式会社
　取 締 役 会 御中

三優監査法人
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 　杉 田 純㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 　岩 田 亘 人㊞

業務執行社員 公認会計士 　原 田 知 幸㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ユニデンホールディングス株式会社の
平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附
属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め
られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附
属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第52期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、

本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況
及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の
適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務

の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　 会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成29年５月23日

ユニデンホールディングス株式会社
監査役会

常勤監査役 佐 藤 宗 生㊞

監 査 役 黒 田 克 司㊞

監 査 役 藤 本 節 雄㊞

(注) 常勤監査役佐藤宗生、監査役黒田克司は、会社法第２条第16号に定め

る社外監査役であります。

以上

― 41 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月31日 14時12分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下の通りと致したく存じます。

　 期末配当に関する事項

　第52期の期末配当金につきましては、当事業年度における財政状態や業績等を

総合的に判断致しました結果、株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、1株に

つき5円00銭とさせていただきたく存じます。

　

　 ① 配当財産の種類

　 金銭

　 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式1株につき金5円00銭

　 なお、この場合の配当総額は 294,148,635円となります。

　 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成29年６月30日
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第２号議案 取締役１名選任の件

　新たに１名増員し、取締役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本総会において選任される取締役の任期は当社定款の定めにより、他の在任

取締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は次のとおりです。
　

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び担当
［重要な兼職の状況］

所有する当社
株 式 の 数

金　城　一　樹
かな しろ かず き

(昭和55年10月24日生)

平成16年２月
平成22年９月
平成24年12月
平成25年３月
平成26年６月
平成29年５月

株式会社レインズインターナショナル入社
株式会社フードクレスト入社
当社入社 経営管理本部 次長
ユニデン不動産株式会社 取締役
取締役
管理本部 執行役員（現在）

―

取締役候補者
とした理由

　当社入社以来、管理部門、海外子会社及び国内子会社で
の経験を活かし、取締役会の構成員として経営上の重要事
項の決定および業務執行に対する監督など、適切に実行で
きることが期待できると判断したため、取締役候補者とい
たしました。

　

(注) 1. 上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役を置くことが相当でない理由

　会社法改正並びに東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を置くことが推奨され
ておりますが、当社といたしましても、全く異論なく、その必要性は十分認容致しておりま
す。当社は、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精
通した取締役を構成しております。当社においても、近時のコーポレートガバナンス体制の
充実に向けて、社外取締役候補者を探しております。しかし、社外取締役が経営判断に参加
しつつ、経営に対する実効的な監督を行うためには、当社の事業領域に関する知見を有し、
かつ経営陣からの独立性を有していることが必要であると考えておりますが、社外取締役へ
の就任をご承諾いただける適任者を見つけることができませんでした。今後とも、適任者の
選定に向けた取り組みを進めてまいりますが、適任者を見つけることができない現状で社外
取締役を選任したとしても、迅速かつ柔軟な経営判断に支障を生じ、効率的な会社運営を阻
害するおそれがある一方、経営に対する実効的な監督を期待することも難しいため、相当で
はないと考えております。

3. 取締役候補者の指名方針
　企業経営に資する知識・経験・能力を考慮し、取締役会等で適任と判断された人材を取締
役候補者に指名しております。

　 以上
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株主総会会場ご案内図

　 会 場　東京都中央区八丁堀二丁目12番７号
　 ユニデンホールディングス株式会社本社ビル９階会議室
　 電話番号03－5543－2800（代表）

　 ●東京駅八重洲口から、徒歩約15分
　 ●ＪＲ京葉線八丁堀駅Ｂ１出口から、徒歩約５分
　 ●東京メトロ日比谷線八丁堀駅Ａ５出口から、徒歩約３分
　 ●東京メトロ東西線茅場町駅12番出口から、徒歩約７分
　 ●都営地下鉄浅草線宝町駅Ａ２出口から、徒歩約10分
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